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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　断層面画像生成装置であって、
　照射角度を順次変更しつつ検体に対して放射線を照射する一連の撮影によって得られた
複数の画像と、基準画像との照合を行う照合手段と、
　前記照合手段による照合結果に基づき、前記基準画像に対応する断層面の角度を設定す
る設定手段と、
　前記設定手段によって設定された断層面の角度に従って、前記一連の撮影によって得ら
れた複数の透過像に基づき、前記検体に係る断層面画像を生成する生成手段と、
を備えることを特徴とする断層面画像生成装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の断層面画像生成装置であって、
　前記基準画像が、
　前記一連の撮影以前に前記検体に対して放射線を照射する撮影によって得られた画像を
含むことを特徴とする断層面画像生成装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の断層面画像生成装置であって、
　前記基準画像が、
　前記一連の撮影以前に前記検体に対して放射線を照射する撮影によって得られた透過像
を含み、
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　前記複数の画像が、
　前記一連の撮影によって得られた複数の透過像を含むことを特徴とする断層面画像生成
装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の断層面画像生成装置であって、
　ユーザーによる入力に応答して、前記一連の撮影以前に前記検体に係る複数の透過像に
基づいて生成された複数の断層面画像から、１つの断層面画像を指定する指定手段、
を更に備え、
　前記基準画像が、
　前記指定手段によって指定された１つの断層面画像に係る断層面に対して正対する位置
から放射線を前記検体に対して照射することで得られた透過像を含むことを特徴とする断
層面画像生成装置。
【請求項５】
　請求項２に記載の断層面画像生成装置であって、
　前記基準画像が、
　前記一連の撮影以前に前記検体に係る複数の透過像に基づいて生成された断層面画像を
含み、
　前記複数の画像が、
　前記一連の撮影によって得られた複数の透過像から生成された複数の角度の断層面に係
る断層面画像であることを特徴とする断層面画像生成装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の断層面画像生成装置であって、
　ユーザーによる入力に応答して、前記一連の撮影以前に前記検体に係る複数の透過像に
基づいて生成された複数の断層面画像から、１つの断層面画像を前記基準画像として決定
する決定手段、
を更に備えることを特徴とする断層面画像生成装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれかに記載の断層面画像生成装置であって、
　前記設定手段が、
　前記照合手段により、前記複数の画像の中で前記基準画像に対するマッチング度が最も
高いものと認識された画像に係る照射角度に基づき、前記断層面の角度を設定することを
特徴とする断層面画像生成装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項６のいずれかに記載の断層面画像生成装置であって、
　前記設定手段が、
　前記照合手段により、前記複数の画像の中で前記基準画像に対するマッチング度が最も
高い方から２つのものと認識された２つの画像に係る第１および第２マッチング度と第１
および第２照射角度とに基づき、前記第１照射角度と前記第２照射角度との間の角度に対
応する前記断層面の角度を算出して設定することを特徴とする断層面画像生成装置。
【請求項９】
　断層面画像生成装置に含まれるコンピュータによって実行されることにより、前記断層
面画像生成装置を、請求項１から請求項８のいずれかに記載の断層面画像生成装置として
機能させるプログラム。
【請求項１０】
　断層面画像生成方法であって、
　(a)照射角度を順次変更しつつ検体に対して放射線を照射する一連の撮影によって得ら
れた複数の画像と、基準画像との照合を行う照合ステップと、
　(b)前記照合ステップにおける照合結果に基づき、前記基準画像に対応する断層面の角
度を設定する設定ステップと、
　(c)前記設定ステップにおいて設定された断層面の角度に従って、前記一連の撮影によ
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って得られた複数の透過像に基づき、前記検体に係る断層面画像を生成する生成ステップ
と、
を備えることを特徴とする断層面画像生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、断層面画像を生成する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療現場では、Ｘ線などを用いて人体の透過像を撮影し、その透過像を読影することで
診断が行われている。
【０００３】
　そして、このＸ線を用いた撮影（Ｘ線撮影）により、検体に対して異なる方向からＸ線
を照射して得られる複数の画像データを合成（再構成）することで、検体の断層面画像を
得る技術が提案されている。
【０００４】
　この従来のＸ線撮影を用いて断層面画像を生成する方法では、Ｘ線を検出する検出器の
検出面と平行な断層面を設定し、その断層面について画像データの再構成を行うことで、
断層面画像を生成する（例えば、特許文献１）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－２６７６２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の技術を前提とすると、所望の断層面が検出面に対して平行
でない場合には、検出面と平行な断層面に係る断層面画像から、補間計算を用いて所望の
断層面画像を生成しなければならない。このため、断層面画像の画質の低下を招いてしま
う。
【０００７】
　また、症状の経時変化を観察するために、同じ患部を時間を違えて捉えた断層面画像を
比較して差分（経時差分）を診ようすれば、撮影条件（撮影位置や患者の姿勢など）の違
いから、所望の角度に係る断層面画像が得られないことも考えられる。
【０００８】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、所望の断層面に係る高品質の断層面
画像が得られる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するために、請求項１の発明は、断層面画像生成装置であって、照射
角度を順次変更しつつ検体に対して放射線を照射する一連の撮影によって得られた複数の
画像と、基準画像との照合を行う照合手段と、前記照合手段による照合結果に基づき、前
記基準画像に対応する断層面の角度を設定する設定手段と、前記設定手段によって設定さ
れた断層面の角度に従って、前記一連の撮影によって得られた複数の透過像に基づき、前
記検体に係る断層面画像を生成する生成手段とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　また、請求項２の発明は、請求項１に記載の断層面画像生成装置であって、前記基準画
像が、前記一連の撮影以前に前記検体に対して放射線を照射する撮影によって得られた画
像を含むことを特徴とする。
【００１１】
　また、請求項３の発明は、請求項２に記載の断層面画像生成装置であって、前記基準画
像が、前記一連の撮影以前に前記検体に対して放射線を照射する撮影によって得られた透
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過像を含み、前記複数の画像が、前記一連の撮影によって得られた複数の透過像を含むこ
とを特徴とする。
【００１２】
　また、請求項４の発明は、請求項３に記載の断層面画像生成装置であって、ユーザーに
よる入力に応答して、前記一連の撮影以前に前記検体に係る複数の透過像に基づいて生成
された複数の断層面画像から、１つの断層面画像を指定する指定手段を更に備え、前記基
準画像が、前記指定手段によって指定された１つの断層面画像に係る断層面に対して正対
する位置から放射線を前記検体に対して照射することで得られた透過像を含むことを特徴
とする。
【００１３】
　また、請求項５の発明は、請求項２に記載の断層面画像生成装置であって、前記基準画
像が、前記一連の撮影以前に前記検体に係る複数の透過像に基づいて生成された断層面画
像を含み、前記複数の画像が、前記一連の撮影によって得られた複数の透過像から生成さ
れた複数の角度の断層面に係る断層面画像であることを特徴とする。
【００１４】
　また、請求項６の発明は、請求項５に記載の断層面画像生成装置であって、ユーザーに
よる入力に応答して、前記一連の撮影以前に前記検体に係る複数の透過像に基づいて生成
された複数の断層面画像から、１つの断層面画像を前記基準画像として決定する決定手段
を更に備えることを特徴とする。
【００１５】
　また、請求項７の発明は、請求項１から請求項６のいずれかに記載の断層面画像生成装
置であって、前記設定手段が、前記照合手段により、前記複数の画像の中で前記基準画像
に対するマッチング度が最も高いものと認識された画像に係る照射角度に基づき、前記断
層面の角度を設定することを特徴とする。
【００１６】
　また、請求項８の発明は、請求項１から請求項６のいずれかに記載の断層面画像生成装
置であって、前記設定手段が、前記照合手段により、前記複数の画像の中で前記基準画像
に対するマッチング度が最も高い方から２つのものと認識された２つの画像に係る第１お
よび第２マッチング度と第１および第２照射角度とに基づき、前記第１照射角度と前記第
２照射角度との間の角度に対応する前記断層面の角度を算出して設定することを特徴とす
る。
【００１７】
　また、請求項９の発明は、断層面画像生成装置に含まれるコンピュータによって実行さ
れることにより、前記断層面画像生成装置を、請求項１から請求項８のいずれかに記載の
断層面画像生成装置として機能させるプログラムである。
【００１８】
　また、請求項１０の発明は、断層面画像生成方法であって、(a)照射角度を順次変更し
つつ検体に対して放射線を照射する一連の撮影によって得られた複数の画像と、基準画像
との照合を行う照合ステップと、(b)前記照合ステップにおける照合結果に基づき、前記
基準画像に対応する断層面の角度を設定する設定ステップと、(c)前記設定ステップにお
いて設定された断層面の角度に従って、前記一連の撮影によって得られた複数の透過像に
基づき、前記検体に係る断層面画像を生成する生成ステップとを備えることを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１から請求項８のいずれに記載の発明によっても、基準画像に対応し、かつ断層
面画像を生成するための複数の透過像を得た際の撮影条件に適合する断層面の角度が設定
されるため、所望の断層面に係る高品質の断層面画像が得られる。
【００２０】
　また、請求項２から請求項６のいずれに記載の発明によっても、同じ検体についての過
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去の画像が基準画像とされるため、経時差分を診るのに適した断層面画像が得られる。
【００２１】
　また、請求項３および請求項４のいずれに記載の発明によっても、時間を違えて、同じ
検体を撮影して得られた透過像の照合により、断層面の角度が設定されるため、多大な演
算が行われることなく、所望の断層面が設定される。
【００２２】
　また、請求項４に記載の発明によれば、ユーザーの入力に応答して、複数の断層面画像
から指定された１つの断層面画像に対応する透過像が基準画像として決定されるため、ユ
ーザーの意図に沿った所望の断層面が設定される。
【００２３】
　また、請求項５および請求項６のいずれに記載の発明によっても、時間を違えて、同じ
検体を撮影して得られた複数の透過像からそれぞれ生成された断層面画像の照合により、
断層面の角度が設定されるため、より精度良く所望の断層面が設定される。
【００２４】
　また、請求項６に記載の発明によれば、ユーザーの入力に応答して、複数の断層面画像
から、１つの断層面画像が基準画像として決定されるため、ユーザーの意図に沿った所望
の断層面が設定される。
【００２５】
　また、請求項７に記載の発明によれば、多大な演算が行われることなく、所望の断層面
が設定される。
【００２６】
　また、請求項８に記載の発明によれば、離散的な照射角度に対応した複数の画像を用い
た照合によっても、よりユーザーの意図に沿った所望の断層面が設定される。
【００２７】
　また、請求項９に記載の発明によれば、請求項１から請求項８のいずれかに記載の発明
と同様な効果が得られる。
【００２８】
　また、請求項１０に記載の発明によれば、請求項１に記載の発明と同様な効果が得られ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００３０】
　＜撮影システムの概要＞
　図１は、本発明の実施形態に係る撮影システム１の概略構成を示す図である。この撮影
システム１では、放射線（典型的には、Ｘ線）を用いて、検体１２０を透過する放射線の
分布を検出し、画素値の分布（透過像）を得て、この透過像を用いた各種情報処理が可能
となっている。この各種情報処理には、検体１２０の断層面の画像（以下「断層面画像」
とも称する）の生成が含まれる。
【００３１】
　撮影システム１は、撮影装置１００と撮影制御処理装置２００とを備えて構成されてい
る。なお、ここでは、撮影対象である検体１２０が、検査を受ける者（被検査者）の身体
であるものとし、図中の楕円はこの被検査者の身体を模式的に示している。
【００３２】
　撮影装置１００は、主に発生部１０１、ガイド部１０２、載置部１０４、連結部１０５
、および検出部１０８を備えている。
【００３３】
　発生部１０１は、電磁波の一種である放射線を発生させ、検体１２０に向けて放射する
。ここでは、発生部１０１が、Ｘ線を発生させて放射するものとする。なお、図１では、
放射線が放射される経路の外縁に一点鎖線が付されている。
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【００３４】
　ガイド部１０２は、略弧状に延設され、発生部１０１の位置および姿勢を変更可能とす
る。具体的には、発生部１０１は、ガイド部１０２に対して延設方向に沿って移動自在に
結合されており、撮影制御処理装置２００からの制御に応じて、ガイド部１０２上を延設
方向に沿って移動する。
【００３５】
　載置部１０４は、検体１２０が静置される部分である。この載置部１０４は、連結部１
０５によってガイド部１０２に接続された発生部１０１に対して予め定められた相対的配
置条件を満足するように配置されており、発生部１０１から照射されるＸ線の照射範囲内
で検体１２０が載置される。より詳細には、載置部１０４は、連結部１０５によって、ガ
イド部１０２が規定する円弧の焦点が位置する側で予め定められた位置に固定されている
。
【００３６】
　なお、載置部１０４は、Ｘ線の吸収が少ないことによってＸ線を実質的に透過する材質
で形成されており、Ｘ線に対する減弱係数（吸収係数）は既知である。そして、この載置
部１０４上に検体１２０が静置された状態で、発生部１０１がガイド部１０２に沿って適
宜移動されつつ、Ｘ線が放射されることで、検体１２０に対して所望の方向からＸ線が照
射される。
【００３７】
　検出部１０８は、発生部１０１から照射され、載置部１０４に載置された検体１２０お
よび載置部１０４を透過した放射線（ここではＸ線）を検出する。この検出部１０８では
、例えば、検体１２０を透過したＸ線、および検体１２０の周辺の空間を通過したＸ線の
双方を検出する。
【００３８】
　また、検出部１０８のうち、発生部１０１側の面、すなわちＸ線を検出する面（検出面
）１０８ｓは、例えば、矩形状の外形を有し、Ｘ線を検出する多数のセンサが２次元的（
例えば格子状）に配列された略平面状の面を形成している。よって、検出部１０８により
、発生部１０１から放射された放射線のうち、検体１２０と載置部１０４とを透過した放
射線が検出され、放射線の検出値の分布（ここでは、格子状の２次元分布）が得られる。
【００３９】
　ここで、発生部１０１、ガイド部１０２、載置部１０４、および検出部１０８は以下の
ような位置関係を満足している。すなわち、ガイド部１０２上のいずれの位置に発生部１
０１が移動しても、発生部１０１から照射されるＸ線の照射範囲は載置部１０４を広範囲
にわたってカバーしており、かつガイド部１０２上のいずれの位置から照射されるＸ線で
あっても検出部１０８によって検出される。
【００４０】
　一方、撮影制御処理装置２００は、一般的なパーソナルコンピュータ（パソコン）と同
様な構成を有し、主に、制御部２１０、表示部２３０、操作部２４０、および記憶部２５
０を備えている。
【００４１】
　制御部２１０は、ＣＰＵ２１０ａ、ＲＡＭ２１０ｂ、およびＲＯＭ２１０ｃを有し、撮
影システム１の動作を統括制御する。この制御部２１０は、記憶部２５０に格納されるプ
ログラムＰＧを読み込んで実行することで、各種機能や動作を実現する。
【００４２】
　表示部２３０は、例えば、液晶ディスプレイなどを備えて構成され、制御部２１０の制
御下で、各種画像が可視的に出力される。例えば、撮影装置１００による撮影で得られた
透過像などが可視的に出力される。
【００４３】
　より詳細には、平面的な画像（平面画像）や特定の方向から見た立体的な画像（立体画
像）が可視的に出力される。具体的には、ＲＡＭ２１０ｂなどに記憶された透過像のデー
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タ（透過像データ）によって表現される平面画像の他、画像生成部２２２（後述）によっ
て生成された断層面画像データ（以下「断層面画像」と略称する）、およびその他の各種
画像情報や数値情報や文字情報が可視的に出力される。
【００４４】
　操作部２４０は、キーボードやマウスなどを備えて構成され、ユーザによる各種入力を
受け付けて、制御部２１０に入力に応じた信号を送出する。
【００４５】
　記憶部２５０は、ハードディスクなどを備えて構成され、例えば、プログラムＰＧ、断
層面画像群のデータＳｇｓ、基準画像候補のデータＧｏｓ、透過画像群のデータＧｔ、お
よび各種データなどを格納する。
【００４６】
　ここで、プログラムＰＧは、撮影システム１の各種動作を制御するためのプログラムで
あり、断層面画像群のデータ（以下、単に「断層面画像群」と略称する）Ｓｇｓは、以前
に生成された断層面画像が蓄積されて構成されている。また、基準画像候補のデータ（以
下、単に「基準画像候補」と略称する）Ｇｏｓは、後述する照合の基準となる画像（基準
画像）が蓄積されて構成され、透過画像群のデータ（以下、単に「透過画像群」と略称す
る）Ｇｔは、撮影装置１００における放射線を用いた撮影によって得られる透過像が蓄積
されて構成されている。
【００４７】
　＜制御部における機能構成＞
　図２は、制御部２１０でプログラムＰＧが実行されることで実現される機能構成を例示
する図である。
【００４８】
　図２で示すように、制御部２１０は、撮影制御部２１１、検出値取得部２１２、透過像
取得部２１３、姿勢情報認識部２１４、記憶制御部２１５、透過像群設定部２１６、画像
読込部２１７、画像出力制御部２１８、基準画像決定部２１９、画像照合部２２０、断層
面設定部２２１、および画像生成部２２２を機能として備える。
【００４９】
　撮影制御部２１１は、撮影装置１００の動作を制御する。例えば、撮影制御部２１１は
、発生部１０１のガイド部１０２上での位置を制御することで、発生部１０１およびガイ
ド部１０２に対する載置部１０４、すなわち検体１２０の位置関係を制御し、これによっ
て発生部１０１と載置部１０４との空間的な関係が相対的に変化する。このとき、発生部
１０１と検出部１０８との位置関係および角度関係が適宜変更される。
【００５０】
　なお、ここで言う「角度関係」は、発生部１０１から放射される放射線の中心線、すな
わち放射線の進行方向と、検出部１０８のうち多数のセンサが配列された面（検出面）１
０８ｓとの成す角度の関係を含む意味で使用されている。
【００５１】
　検出値取得部２１２は、検出部１０８で検出された放射線の検出値の分布を受け付けて
取得する。ここでは、検出面１０８ｓに２次元的に配置されるセンサで検出された検出値
の分布、すなわち２次元的な検出値の分布（検出値の２次元分布）が取得される。例えば
、検出値取得部２１２で取得された検出値の分布は、ＲＡＭ２１０ｂまたは記憶部２５０
に一時的に記憶される。なお、制御部２１０における情報処理により一時的に生成される
各種データは、ＲＡＭ２１０ｂまたは記憶部２５０に一時的に記憶される。
【００５２】
　透過像取得部２１３は、検出値取得部２１２で取得された検出値の分布を、可視的な画
像に対応する画素値の分布（以下「画素値分布」とも称する）、すなわち画像データ（透
過像データ、「透過像」とも略称する）に変換する。ここでは、例えば、相対的に大きな
Ｘ線の検出値が、低輝度（低い階調）の画素値に変換され、相対的に小さなＸ線の検出値
が、高輝度（高い階調）の画素値に変換される。
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【００５３】
　ここで得られた透過像は、画素値の２次元的な分布であり、例えば記憶部２５０に記憶
される。このとき、記憶制御部２１５の制御により、例えば、検査ＩＤや患者ＩＤや撮影
部位などといった識別情報とともに、透過像が記憶部２５０に記憶される。なお、この識
別情報は、断層面画像群Ｓｇｓに蓄積されている各断層面画像や、基準画像候補Ｇｏｓに
蓄積されている各基準画像にも関連付けられて記憶部２５０に記憶されているものとする
。
【００５４】
　ここで、例えば、撮影制御部２１１により、検出部１０８に対する発生部１０１の相対
的な位置関係および角度関係を多段的に順次変更させつつ、検出部１０８で放射線を複数
回検出することにより、透過像取得部２１３では検体１２０に係る複数の透過像が取得さ
れる。
【００５５】
　つまり、発生部１０１から検体１２０に対して照射される放射線の角度（以下「照射角
度」とも称する）が順次変更されつつ、検体１２０に対して照射された放射線を検出部１
０８で複数回検出することで、検体１２０に係る複数の透過像が得られる一連の撮影動作
（以下「一連撮影動作」とも称する）が行われる。そして、一連撮影動作によって得られ
た複数の透過像（以下「一連の透過像群」とも称する）が識別情報が付された状態で記憶
部２５０に記憶される。詳細には、透過画像群Ｇｔに蓄積される。
【００５６】
　姿勢情報認識部２１４は、各透過像に対応する放射線の照射時における発生部１０１と
検出部１０８との位置関係および角度関係を示す情報（以下「姿勢情報」とも称する）を
認識する。ここでは、例えば、発生部１０１から放射される放射線の中心線、すなわち放
射線の進行方向（以下「照射方向」とも称する）と、検出面１０８ｓの法線との成す角度
を照射角度として認識する。各透過像に対応する放射線の照射時における姿勢情報は、該
各透過像に対応付けられて記憶部２５０に記憶される。つまり、透過画像群Ｇｔに蓄積さ
れる。
【００５７】
　記憶制御部２１５は、一連の透過像群と姿勢情報と識別情報とを関連付けて、記憶部２
５０に記憶する。
【００５８】
　透過像群設定部２１６は、ユーザーによる入力（例えば、操作部２４０からの入力）に
応答して、断層面画像を生成するための一連の透過像群を設定する。
【００５９】
　画像読込部２１７は、後述する断層面画像の生成において断層面を設定する際に、ユー
ザーによる入力（例えば、操作部２４０からの入力）に応答して、記憶部２５０から複数
フレームの画像を読み込む。
【００６０】
　例えば、ユーザーによる操作部２４０の操作に応答して、透過像群設定部２１６により
、透過画像群Ｇｔから１つの一連の透過像群が設定されると、関連付けられた識別情報に
基づき、同じ患者・患部に係る複数フレームの断層面画像が断層面画像群Ｓｇｓから読み
込まれる。ここで、読み込まれる複数フレームの断層面画像は、一連の透過像群と同じ患
者・患部について以前にとらえられた複数の透過像から生成されたものである。
【００６１】
　画像出力制御部２１８は、表示部２３０に各種画像データを可視的に出力させる。例え
ば、画像読込部２１７で読み込まれた複数フレームの断層面画像を選択肢として表示部２
３０において可視的に出力させる。
【００６２】
　基準画像決定部２１９は、ユーザーによる入力（例えば、操作部２４０からの入力）に
応答して、複数フレームの画像の選択肢から、１フレームの画像が選択されると、その画
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像に対応する画像を基準画像候補Ｇｏｓから抽出して、基準画像として決定する。
【００６３】
　例えば、１フレームの断層面画像が選択されると、その断層面画像に対応する透過像、
詳細には、その断層面画像の断層面の法線と放射線の中心線、すなわち放射線の進行方向
（照射方向）とが一致する透過像が、基準画像候補Ｇｏｓから抽出されて、基準画像とし
て決定される。
【００６４】
　画像照合部２２０は、一連の透過像群を構成する各透過像について、基準画像との照合
を行う。例えば、基準画像がテンプレートマッチングの基準となる画像（テンプレート画
像）とされ、基準画像と各透過像との間で公知のテンプレートマッチングが行われて、各
透過像について、基準画像と各透過像との間の相関（相関値）の最大値が代表値として求
められる。ここでは、各透過像に対して、相関値の代表値（以下「代表相関値」とも称す
る）が照合結果としてＲＡＭ２１０ｂなどに記憶される。
【００６５】
　断層面設定部２２１は、画像照合部２２０による照合結果に基づき、基準画像に対応す
る断層面の角度を設定する。断層面の角度の設定方法については更に後述する。
【００６６】
　画像生成部２２２は、透過像群設定部２１６によって設定された一連の透過像群を用い
て、各種画像を生成する。例えば、断層面設定部２２１によって設定された断層面の角度
に従って、一連の透過像群に基づき、検体１２０に係る断層面画像が生成される。
【００６７】
　ここでは、例えば、一連の透過像群を、ＣＴ(computed tomography)の撮影技術で得ら
れる一部の透過像とみなして、ＣＴに係る技術として公知のフィルタ補正逆投影法（Filt
ered Back Projection Method；ＦＢＰＭ）などを用いて断層面画像の生成が行われる。
なお、断層面画像の生成時には、一連の透過像群と、各透過像を撮影した撮影条件（例え
ば、照射角度など）とが用いられる。
【００６８】
　このように、画像生成部２２２において断層面画像が生成されるため、撮影制御処理装
置２００は、断層面画像生成装置として機能する。
【００６９】
　＜断層面の設定方法＞
　○断層面の設定例：
　図３は、断層面画像を生成する際の断層面の設定例を示す模式図である。図３では、断
層面が設定される位置（図３中太線部）が、側方より描かれている。なお、図３および図
３以降では、方位関係の明確化のために、相互に直交するＸＹＺの３軸が適宜付されてい
る。
【００７０】
　図３(ａ)では、検体１２０に対し、ＸＹ平面、すなわち検出面１０８ｓに略平行な複数
の断層面Ｓｃｆが、相互に所定距離だけ離隔されるように設定されている状態（以下「断
層面平行配置状態」とも称する）が示されている。なお、この検出面１０８ｓに対して平
行な複数の断層面Ｓｃｆからなる断層面の一群を、以下「断層面群」Ｓｃ１とも称する。
【００７１】
　一方、図３(ｂ)では、検体１２０に対し、ＸＹ平面、すなわち検出面１０８ｓに対して
同じ方向に所定角度θだけ傾けられた複数の断層面Ｓｃｓが、相互に所定距離だけ離隔さ
れるように設定されている状態（以下「断層面傾斜配置状態」とも称する）が示されてい
る。なお、この検出面１０８ｓに対して所定角度θだけ傾けられた複数の断層面Ｓｃｓか
らなる断層面の一群を、以下「断層面群」Ｓｃ２とも称する。
【００７２】
　図４は、断層面画像を構成する各画素に対応する位置を側方より例示する模式図である
。
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【００７３】
　図４(ａ)では、断層面平行配置状態（図３(ａ)）において、断層面群Ｓｃ１に対して生
成される複数の断層面画像を構成する多数の画素に対応する位置（対応位置）Ｇｐが示さ
れている。例えば、各断層面Ｓｃｆ上における多数の画素に対応する位置の配列が格子状
とされると、図４(ａ)で示すように、側方から見ても、複数の断層面画像を構成する多数
の画素の対応位置Ｇｐが、Ｘ方向の画素列と、Ｚ方向の画素列とを構成し、ＸＺ平面上で
格子状に配列される。
【００７４】
　一方、図４(ｂ)では、断層面傾斜配置状態（図３(ｂ)）において、断層面群Ｓｃ２に対
して生成される複数の断層面画像を構成する多数の画素に対応する位置（対応位置）Ｇｐ
が示されている。例えば、各断層面Ｓｃｓ上における多数の画素に対応する位置が格子状
とされると、図４(ｂ)で示すように、側方から見ても、複数の断層面画像を構成する多数
の画素の対応位置Ｇｐが、Ｘ方向に対して所定角度θだけ傾けられた画素列と、Ｚ方向に
対して所定角度θだけ傾けられた画素列とを構成し、ＸＺ平面上で格子状に配列される。
【００７５】
　○従来技術の問題点：
　上述した特許文献１で提案されているような従来技術では、図３(ａ)および図４(ａ)で
示すように、断層面を検出面１０８ｓに対して平行に設定し、その断層面について画像デ
ータの再構成を行うことで、断層面画像が生成される。
【００７６】
　このように、従来技術では、検出面１０８ｓに対して平行な複数の断層面Ｓｃｆに係る
複数の断層面画像が得られる。しかしながら、所望の断層面が検出面１０８ｓに対して平
行でない場合には、所望の断層面画像を得るためには、一旦得られた複数の断層面画像か
ら補間計算などを用いて所望の断層面画像を生成しなければならない。このため、断層面
画像の画質の低下、ならびに演算処理時間の長期化も招いてしまう。
【００７７】
　更に、例えば、症状の経時変化を観察するために、同じ患部を時間を違えて捉えた断層
面画像どうしを比較して差分（経時差分）を診ようしても、撮影条件（撮影位置や患者の
姿勢など）の違いから、所望の角度に係る断層面画像が得られないことも考えられる。
【００７８】
　このような問題を解決するために、本願の発明者らは、所望の断層面に係る高品質の断
層面画像が得られる断層面の設定方法を創出した。以下、本実施形態に係る所望の断層面
の設定方法について説明する。
【００７９】
　○本実施形態に係る断層面の設定方法：
　撮影システム１では、一連撮影動作により複数の透過像を得る一方で、ユーザーの入力
に応じて、基準の画像が決定され、その基準の画像と一連撮影動作によって得られた複数
の透過像との照合により、断層面の角度が設定される。
【００８０】
　ここで、断層面の角度の設定について、具体例を挙げつつ説明する。
【００８１】
　図５は、透過画像群Ｇｔから断層面画像を生成するための１つの一連の透過像群（以下
「処理対象透過像群」とも称する）を設定する画面（透過像群設定画面）Ｇｔｓを例示す
る図である。
【００８２】
　図５で示すように、透過像群設定画面Ｇｔｓでは、記憶部２５０内に格納された透過画
像群Ｇｔにおいて一連の透過像群に対して関連付けられた識別情報の一覧表が提示される
。この一覧表には、各一連の透過像群に係る識別情報が各行に列記されている。そして、
ユーザーが操作部２４０を種々操作することで、カーソルＣＳ１（図５中の太線）を所望
の行に合わせて、所定の操作（例えば、リターンキーの押下）を加えることで、カーソル
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ＣＳ１が合わされた行に記述された識別情報に対応する一連の透過像群が、処理対象透過
像群として設定される。
【００８３】
　図６は、照合の基準となる画像を選択する画面（画像選択画面）Ｇｓを例示する図であ
る。透過像群設定画面Ｇｔｓ（図５）において処理対象透過像群が設定されると、画像選
択画面Ｇｓ（図６）が表示部２３０に表示される。
【００８４】
　図６で示すように、画像選択画面Ｇｓには、複数の断層面画像Ｓｇ１～Ｓｇ４が表示さ
れる。この複数の断層面画像は、例えば、処理対象透過像群と同一の患者・部位について
以前に撮影された透過像から生成されたものである。そして、画像選択画面Ｇｓで表示さ
れる複数の断層面画像は、断層面画像群Ｓｇｓの中から、処理対象透過像群に係る識別情
報（例えば、患者ＩＤと検査部位など）に基づき特定される。画像選択画面Ｇｓでは、実
際には、複数の断層面画像が表示されるが、図６では、便宜的に透過像が示されている。
【００８５】
　なお、図６では、４フレームの断層面画像が表示されている画像選択画面Ｇｓが例示さ
れているが、これに限られず、画像選択画面Ｇｓには、少なくとも１以上の断層面画像が
表示されれば良い。
【００８６】
　この画像選択画面Ｇｓでは、ユーザーの入力（操作部２４０の操作に応じた入力）によ
り、カーソル（図６中の太い破線）Ｓｃを所望の断層面画像（例えば、断層面画像Ｓｇ２
）に合わせて、指定ボタンＤＢをマウスポインタＭｐで押下すると、所望の１つの断層面
画像が指定される。
【００８７】
　ここでは、患部の経時差分を行うものとし、患部の経時差分を行う場合には、指定され
る断層面画像（以下「被指定断層面画像」とも称する）は、比較対象となる以前の患部の
様子をとらえた画像に相当する。つまり、被指定断層面画像は、断層面画像を生成するた
めの１つの一連の透過像群に係る一連撮影動作以前に同じ検体１２０に係る複数の透過像
に基づいて生成されたものである。
【００８８】
　また、被指定断層面画像が指定されると、基準画像決定部２１９により、基準画像候補
Ｇｏｓの中から、被指定断層面画像を生成する際に用いられた複数の透過像のうち、被指
定断層面画像に係る断層面に対して正対する位置から放射線を検体に対して照射すること
で得られた透過像が基準画像として決定される。換言すれば、その被指定断層面画像に係
る断層面の法線と、発生部１０１から放射される放射線の中心線、すなわち放射線の進行
方向（照射方向）とが一致する撮影条件で得られた透過像が、基準画像候補Ｇｏｓから抽
出されて、基準画像として決定される。
【００８９】
　すなわち、基準画像は、ユーザーによる入力に応答して、断層面画像を生成するための
１つの一連の透過像群（処理対象透過像群）に係る一連撮影動作以前に同じ検体１２０を
とらえた複数の透過像に基づいて生成された複数の断層面画像から決定される。
【００９０】
　基準画像が決定された後、画像照合部２２０によって、処理対象透過像群を構成する各
透過像について、基準画像との照合を行う処理（照合処理）が実行される。
【００９１】
　図７は、照合処理の内容を説明するための図である。
【００９２】
　図７では、基準画像Ｇ０と、処理対象透過像群を構成する複数の透過像Ｇ１～Ｇ４が示
されている。
【００９３】
　照合処理では、画像照合部２２０により、処理対象透過像群を構成する各透過像Ｇ１～
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Ｇ４について、基準画像Ｇ０との照合が行われる。例えば、基準画像Ｇ０をテンプレート
画像としたテンプレートマッチングを行う場合には、基準画像Ｇ０との間で最も代表相関
値（すなわちマッチング度）が高い１つの透過像（例えば、透過像Ｇ２）が、認識される
。
【００９４】
　なお、相関値としては、輝度のパターンや、画素値のパターンの一致度合いを示す値な
どが挙げられる。より詳細には、例えば、一致する輝度や画素値の総和を相関値とする手
法などが挙げられる。
【００９５】
　このように、基準画像Ｇ０とマッチング度が最も高い１つの透過像が認識されると、断
層面設定部２２１により、照合結果に基づき、基準画像Ｇ０に対応する断層面の角度が設
定される。具体的には、画像照合部２２０により、処理対象透過像群を構成する複数の透
過像の中で基準画像Ｇ０と最もマッチング度が高いものと認識された画像に係る照射角度
に基づき、断層面の角度θが設定される。
【００９６】
　ここでは、例えば、基準画像Ｇ０とマッチング度が最も大きくなる透過像が、基準画像
Ｇ０と略同一の照射角度において得られた透過像であると認識され、該透過像に係る検出
値分布が得られた際の照射角度から断層面の角度θが設定される。
【００９７】
　詳細には、該透過像に係る検出値分布が得られた際の発生部１０１から放射される放射
線の中心線、すなわち放射線の進行方向と直交する面と、検出面１０８ｓとの成す角度が
、断層面の角度θとして設定される。
【００９８】
　断層面の角度θが設定されると、図３(ｂ)で示したように、検体１２０に対し、検出面
１０８ｓに対して同じ方向に所定角度θだけ傾けられ、相互に所定距離だけ離隔されるよ
うに複数の断層面Ｓｃｓ、すなわち断層面群Ｓｃ２が設定される。
【００９９】
　なお、ここでは、基準画像Ｇ０とマッチング度が最も大きくなる透過像に係る放射線の
放射時における発生部１０１から放射される放射線の中心線が、断層面の法線となる。そ
して、各断層面Ｓｃｓについて、処理対象透過像群に基づき断層面画像が生成される。
【０１００】
　＜撮影動作に係る動作フロー＞
　図８は、撮影システム１において、発生部１０１から検体１２０に対するＸ線の照射角
度を多段的に変更しつつ、複数フレームの透過像を連続的に撮影する一連撮影動作の動作
フローを示すフローチャートである。本動作フローは、制御部２１０がプログラムＰＧを
実行することで、主に撮影制御部２１１の制御下で実現される。なお、本動作フローは、
載置部１０４上に検体１２０が載置されて、操作部２４０から所定の入力が行われると、
開始する。
【０１０１】
　まず、ステップＳ１では、撮影制御部２１１の制御により、発生部１０１が初期位置に
設定される。
【０１０２】
　ガイド部１０２上における発生部１０１の初期位置は、予め設定されており、ここでは
、発生部１０１から検体１２０に対するＸ線の照射角度が最も寝るような位置に設定され
るものとする。具体的には、例えば、ガイド部１０２の延設方向の一端（図１中の右方の
端部）に発生部１０１が配置される。
【０１０３】
　ステップＳ２では、撮影制御部２１１の制御により、撮影処理が行われる。ここでは、
発生部１０１から検体１２０に対して放射線が照射され、検出部１０８によって放射線が
検出される撮影処理が行われる。
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【０１０４】
　ステップＳ３では、検出値取得部２１２により、ステップＳ２で検出部１０８の各セン
サによって検出された放射線量の検出値に基づき、検出値の２次元分布が取得される。
【０１０５】
　ステップＳ４では、透過像取得部２１３により、ステップＳ３で得られた検出値の２次
元分布が、画素値の２次元分布に変換されることで、透過像が生成される。
【０１０６】
　ステップＳ５では、姿勢情報認識部２１４により、発生部１０１と検出部１０８との位
置関係および角度関係を示す姿勢情報が認識される。
【０１０７】
　ステップＳ６では、記憶制御部２１５により、ステップＳ４で生成された透過像と、ス
テップＳ５で認識された姿勢情報とが関連付けられて記憶される記憶処理が行われる。こ
の記憶処理では、例えば、検査ＩＤや患者ＩＤや撮影部位などといった識別情報も、透過
像に関連付けられて記憶される。
【０１０８】
　ステップＳ７では、撮影を終了するか否か判定される。ここでは、所定のパラメータが
所定値に達していなければ、ステップＳ８で発生部１０１がガイド部１０２上で移動され
、ステップＳ２に戻る。一方、所定のパラメータが所定値に達すれば、撮影が終了される
ものとして判定され、本動作フローが終了される。
【０１０９】
　ここで、所定のパラメータとしては、撮影回数、発生部１０１の移動距離、発生部１０
１の移動角度などが挙げられ、例えば、撮影回数が所定数（例えば、１９）に達するまで
は、ステップＳ２～Ｓ８の処理が繰り返され、撮影回数が所定数（例えば、１９）に達す
れば、本動作フローが終了される。
【０１１０】
　このとき、予め設定された所定数の透過像が順次得られ、一連の撮影動作に係る複数の
透過像と、各透過像に対応する姿勢情報と、識別情報とが関連付けられ、記憶部２５０の
透過画像群Ｇｔに蓄積される。
【０１１１】
　なお、ステップＳ８では、撮影制御部２１１の制御により、発生部１０１がガイド部１
０２上で移動される。ここでは、ガイド部１０２上における発生部１０１の位置が、前回
の撮影処理時における位置から次の位置へと変更される。例えば、発生部１０１が、ガイ
ド部１０２の延設方向に沿った移動範囲を１８分割して、多段的に移動する場合には、こ
のステップＳ８では、発生部１０１は、移動範囲の１／１８の距離を移動する。
【０１１２】
　＜断層面画像の生成動作フロー＞
　図９は、断層面画像の生成動作フローを示すフローチャートである。本動作フローは、
制御部２１０がプログラムＰＧを実行することで、実現される。なお、本動作フローは、
ユーザーによって操作部２４０が種々操作されることで、断層面画像の生成を行う旨が指
定されると、開始される。
【０１１３】
　まず、ステップＳ１１では、制御部２１０において、識別情報（検査ＩＤなど）が指定
されたか否か判定される。ここでは、識別情報が指定されるまでステップＳ１１の処理が
繰り返され、識別情報が指定されるとステップＳ１２に進む。なお、ここでは、例えば、
透過像群設定画面Ｇｔｓ（図５）において１つの一連の透過像群に係る識別情報の指定が
行われる。
【０１１４】
　ステップＳ１２では、透過像群設定部２１６により、指定された識別情報に関連づけら
れて透過画像群Ｇｔに格納されている一連の透過像群が、断層面画像を生成するための透
過像群、すなわち処理対象透過像群として設定される。
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【０１１５】
　ステップＳ１３では、表示部２３０に、経時差分の比較対象の候補である複数の断層面
画像が表示される。ここでは、例えば、画像読込部２１７により、ステップＳ１２におい
て設定された処理対象透過像群に係る識別情報に基づき、処理対象透過像群と同じ患者・
部位について以前にとらえられた複数の透過像から生成された複数の断層面画像が検出さ
れて読み込まれ、画像出力制御部２１８により表示部２３０に表示される。このとき、例
えば、画像選択画面Ｇｓ（図６）が表示される。
【０１１６】
　ステップＳ１４では、基準画像決定部２１９により、断層面画像が指定されたか否か判
定される。ここでは、断層面画像が指定されるまでステップＳ１４の判定が繰り返され、
断層面画像が指定されるとステップＳ１５に進む。ここでは、例えば、画像選択画面Ｇｓ
（図６）で、所望の断層面画像にカーソルＳｃが合わせれた状態で、指定ボタンＤＢが押
下されると、所望の断層面画像が指定される。
【０１１７】
　ステップＳ１５では、基準画像決定部２１９により、指定された断層面画像に対応する
基準画像が決定される。ここでは、例えば、画像選択画面Ｇｓ（図６）で指定された所望
の断層面画像に係る断層面に正対する位置から放射線が照射されて得られた透過像が基準
画像として決定される。
【０１１８】
　ステップＳ１６では、画像照合部２２０により、ステップＳ１５で決定された基準画像
とステップＳ１２で設定された処理対象透過像群、すなわち一連の透過像群を構成する各
透過像との照合が行われる。ここでは、基準画像と各透過像とのマッチング度が算出され
る。
【０１１９】
　ステップＳ１７では、断層面設定部２２１により、ステップＳ１６の照合結果、すなわ
ち算出されたマッチング度に基づき、断層面の角度条件（例えば、角度θ）が設定され、
図３(ｂ)で示したように、所定距離ずつ離隔配置される複数の断層面Ｓｃｓが設定される
。
【０１２０】
　ステップＳ１８では、画像生成部２２２により、ステップＳ１７で設定された各断層面
Ｓｃｓについて、ステップＳ１２で設定された処理対象透過像群に基づき、断層面画像が
生成されて、本動作フローが終了される。
【０１２１】
　以上のように、本発明の実施形態に係る撮影システム１では、基準画像（ここでは、透
過像）に対応し、かつ断層面画像を生成するための複数の透過像を得た際の撮影条件に適
合する断層面の角度が設定される。このため、所望の断層面に係る高品質の断層面画像が
得られる。そして、例えば、ユーザーの入力に応じて基準画像が決定されれば、その基準
画像に応じて、撮影条件に適合する断層面の角度が設定される。すなわち、ユーザーの意
図に沿った所望の断層面が設定される。
【０１２２】
　また、同じ検体についての過去の画像（ここでは、透過像）が基準画像とされるため、
経時差分を診る対象となる検体の過去の画像に対応する断層面の角度が設定される。した
がって、経時差分を診るのに適した断層面画像が得られる。
【０１２３】
　＜変形例＞
　以上、この発明の実施形態について説明したが、この発明は上記説明した内容のものに
限定されるものではない。
【０１２４】
　◎例えば、上記実施形態では、処理対象透過像群を構成する各透過像と基準画像との間
で照合を行うことで、断層面が設定されたが、これに限られない。例えば、処理対象透過
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像群を構成する複数の透過像のうち、基準画像に係る照射角度に近い照射角度で撮影され
た一部の透過像と基準画像との間で照合を行うことで、断層面が設定されても良い。また
、例えば、マッチング度が一旦上昇した後に下降すると、マッチング度の高い透過像との
照合が終了していると判断できるため、照合を停止させることで、一部の透過像と照合を
行うようにしても良い。すなわち、処理対象透過像群の一部を構成する透過像と基準画像
との間で照合を行うことで、断層面が設定されても良い。このような構成を採用すると、
照合に要する演算量および時間が低減され、短時間で効率良く断層面の設定が行われる。
【０１２５】
　◎また、上記実施形態では、基準画像が、処理対象透過像群に係る一連撮影動作以前に
同じ検体１２０に対して放射線を照射する撮影によって得られた透過像であったが、これ
に限られない。例えば、基準画像が、処理対象透過像群に係る一連撮影動作以前に同じ検
体１２０に対して放射線を照射する撮影によって得られた複数の透過像から生成された断
層面画像であっても良い。すなわち、基準画像は、断層面画像を生成するための１つの一
連の透過像群に係る一連撮影動作以前に同じ検体１２０に対して放射線を照射する撮影に
よって得られた画像であれば良い。
【０１２６】
　具体的には、例えば、次のような構成が採用されても良い。
【０１２７】
　ユーザーによる入力に応答して、処理対象透過像群が設定されると、処理対象透過像群
から断層面の角度が多段的に変更された複数の角度の断層面に係る複数の断層面画像が低
精度で一旦生成される。その一方で、例えば、ユーザーにより画像選択画面Ｇｓ（図６）
で所望の断層面画像が指定されると、その断層面画像が基準画像とされ、基準画像と、低
精度で一旦生成された各断層面画像との間で照合が行われて、マッチング度が最も高い低
精度の断層面画像に係る断層面の角度から、これから生成される断層面画像に係る断層面
（例えば、断層面の角度）の設定が行われる。なお、低精度で断層面画像を生成する態様
としては、例えば、所定の間引き度合いで画素を間引いて、断層面画像を生成する態様な
どが挙げられる。
【０１２８】
　図１０は、変形例に係る断層面画像の生成動作フローを示すフローチャートである。本
動作フローは、制御部２１０がプログラムＰＧを実行することで、実現される。なお、本
動作フローは、ユーザーによって操作部２４０が種々操作されることで、断層面画像の生
成を行う旨が指定されると、開始される。
【０１２９】
　まず、ステップＳＴ１１，ＳＴ１２では、図９のステップＳ１１，Ｓ１２と同様な処理
が行われる。
【０１３０】
　ステップＳＴ１３では、ステップＳＴ１２で設定された処理対象透過像群から複数の角
度の断層面に係る複数の断層面画像が低精度で生成される。
【０１３１】
　ステップＳＴ１４，ＳＴ１５では、図９のステップＳ１３，Ｓ１４と同様な処理が行わ
れる。
【０１３２】
　ステップＳＴ１６では、基準画像決定部２１９により、指定された断層面画像が基準画
像として決定される。例えば、画像選択画面Ｇｓ（図６）で指定された所望の断層面画像
が基準画像として決定される。
【０１３３】
　ステップＳＴ１７では、画像照合部２２０により、ステップＳＴ１６で決定された基準
画像とステップＳＴ１３で生成された複数の断層面画像との間で照合が行われる。ここで
は、基準画像と各断層面画像とのマッチング度が算出される。
【０１３４】
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　ステップＳＴ１８，ＳＴ１９では、図９のステップＳ１７，Ｓ１８と同様な処理が行わ
れ、本動作フローが終了される。
【０１３５】
　以上のような構成によれば、時間を違えて、同じ検体を撮影して得られた複数の透過像
からそれぞれ生成された断層面画像の間における照合により、断層面の角度が設定される
。このため、より精度良く所望の断層面が設定される。また、ユーザーの入力に応答して
、複数の断層面画像から１つの断層面画像が基準画像として決定されるため、結果的に、
ユーザーの意図に沿った所望の断層面が設定される。
【０１３６】
　但し、このような構成では、処理対象透過像群から複数の角度の断層面に係る複数の断
層面画像を低精度で一旦生成するために、ある程度の演算が必要となり、演算量および演
算時間のある程度の増大を招いてしまう。これに対して、上記実施形態のように、時間を
違えて、同じ検体を撮影して得られた透過像の照合により、断層面の角度が設定されれば
、多大な演算が行われることなく、所望の断層面が設定される。
【０１３７】
　したがって、演算量および演算時間を低減する観点から言えば、断層面画像の間で照合
を行う構成よりも、上記実施形態のように、透過像の間で照合を行う構成を採用した方が
好ましい。
【０１３８】
　◎また、上記実施形態では、照合の結果、マッチング度が最も高い画像（透過像や低精
度の断層面画像）に対応させて断層面の角度θが設定されたが、これに限られない。例え
ば、マッチング度が高い方から複数（例えば２フレーム）の画像に対応させて断層面の角
度θが設定されても良い。
【０１３９】
　以下、具体例を挙げて説明する。
【０１４０】
　ここでは、例えば、処理対象透過像群を構成する複数の透過像と、以前に得られた透過
像である基準画像との間で照合を行う具体例を挙げて説明する。
【０１４１】
　画像照合部２２０により、処理対象透過像群を構成する複数の透過像の中で基準画像に
対するマッチング度が最も高い方から２つの透過像が認識されるとともに、認識された２
つの透過像についての照合結果（例えば、第１および第２マッチング度）および照射角度
（例えば、第１および第２照射角度）が認識される。そして、断層面設定部２２１により
、２つの照合結果および２つの照射角度に基づき、断層面の角度θが設定される。
【０１４２】
　例えば、検出面１０８ｓの法線を基準として、この法線に対して、発生部１０１から放
射される放射線の中心線、すなわち放射線の進行方向が成す角度を照射角度とし、第１照
射角度をφ１、第２照射角度をφ２、第１マッチング度をＭ１、第２マッチング度をＭ２
とすると、第１および第２マッチング度の比を用いて、下式（１）によって、断層面の角
度θが設定される。但し、φ１＜φ２とする。
【０１４３】
　θ＝φ１＋（φ２－φ１）・｛Ｍ２／（Ｍ１＋Ｍ２）｝・・・（１）
【０１４４】
　このようにして、断層面設定部２２１により、第１および第２マッチング度Ｍ１，Ｍ２
と、第１および第２照射角度φ１，φ２とに基づき、第１照射角度φ１と第２照射角度φ
２との間に位置する角度に対応する断層面の角度θが算出されて設定される。
【０１４５】
　このような構成を採用すると、離散的な照射角度に対応した複数の画像（例えば、複数
の透過像や、当該複数の透過像から生成された複数の断層面画像）を用いた照合によって
も、離散的な照射角度の間の角度に対応する角度を断層面の角度θとして設定することが
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可能となる。このため、よりユーザーの意図に沿った所望の断層面が設定される。
【０１４６】
　但し、このような構成では、上式（１）を用いたような演算が加わるため、演算量およ
び演算時間の低減といった観点から言えば、上記実施形態のように、マッチング度が最も
高い画像（透過像や低精度の断層面画像）に対応させて断層面の角度θが設定される方が
好ましく、多大な演算が行われることなく、所望の断層面が設定される。
【０１４７】
　一方、経時差分などをより高精度で診るために、よりユーザーの意図に沿った所望の断
層面を設定する観点から言えば、上記実施形態のように、マッチング度が最も高い画像（
透過像や低精度の断層面画像）に対応させて断層面の角度θが設定されるよりも、マッチ
ング度が高い方から複数（例えば２フレーム）の画像に対応させて断層面の角度θが設定
される方が好ましい。
【図面の簡単な説明】
【０１４８】
【図１】本発明の実施形態に係る撮影システム１の概略構成を示す図である。
【図２】制御部で実現される機能構成を例示する図である。
【図３】断層面の設定例を示す図である。
【図４】断層面画像を構成する各画素の位置を例示する図である。
【図５】断層面画像を生成するための透過像群を設定する画面を例示する図である。
【図６】照合の基準となる画像を選択する画面を例示する図である。
【図７】照合の内容を説明するための図である。
【図８】一連撮影動作の動作フローを示すフローチャートである。
【図９】断層面画像の生成動作フローを示すフローチャートである。
【図１０】変形例に係る断層面画像の生成動作フローを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１４９】
　１　撮影システム
　１００　撮影装置
　１０１　発生部
　１０２　ガイド部
　１０８　検出部
　１０８ｓ　検出面
　２００　撮影制御処理装置
　２１０　制御部
　２１１　撮影制御部
　２１３　透過像取得部
　２１４　姿勢情報認識部
　２１５　記憶制御部
　２１６　透過像群設定部
　２１７　画像読込部
　２１８　画像出力制御部
　２１９　基準画像決定部
　２２０　画像照合部
　２２１　断層面設定部
　２２２　画像生成部
　２４０　操作部
　２５０　記憶部
　Ｇｏｓ　基準画像候補
　Ｇｔ　透過画像群
　ＰＧ　プログラム
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　Ｓｇｓ　断層面画像群

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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